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※機種によってアプリが
　必要な場合があります。
※通信料金がかかります。

QRコードを読み取って簡単に接続！

□問   秘書広報課（内線4784）

市のホーム
ページを携帯
やスマホでも
見られます
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表記の見方
　　申し込み　　問い合わせ　　 E メール　〔先着〕先着順　〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

ごみだしアプリ

Ｊアラートの全国一斉訓練を実施します

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の
申請は８月31日までです！

特別定額給付金（10万円）の申請期間の終了について

災害危険区域内における市有地貸し付けなどについて（追加募集）

　Ｊアラートを用いた全国一斉
の情報伝達訓練が８月５日（水）
午前11時ごろに行われます。防災
行政無線、戸別受信機、防災ラジ
オからテスト音声が流れます。実
際の災害と間違わないようにご注意ください。　
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報
を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシス
テムです。
□問 　危機対策課（内線4311）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言に伴
う県からの休業要請または協力依頼に応じた事業者の方へ協力金
を支給します。
○休業要請対象業種

遊興施設、大学・学習塾、運動・遊技施設、ホテル、商業施設など
○営業時間短縮要請の業種

飲食店（居酒屋含む）、料理店、喫茶店など
対　　象　市内に営業実態のある事業者（大企業を除く）で、４月

25日から５月６日までの全ての期間を施設の休業（食
事提供施設は営業時間の短縮）の要請に全面的に協力
したこと。

協力金支給額　１事業者当たり30万円
　　　　　　　（市内に２施設以上有する場合は60万円）
申請期限　８月31日（月）

※感染症の拡大防止のため、郵送での申請にご協力く
ださい。

　　　　　※申請方法など、詳しくは問い合わせください。
　□申   ・ □問  　〒986-8501（住所不要）
　　　　　商工課（内線3523）

　申請期間が間もなく終了します。対象となる世帯には、申請書を送付していますので、期限まで
に忘れずに手続きをお願いします。
申請期限　８月14日（金）（当日消印有効）
対　　象　令和２年４月27日時点で、市内に住民登録されている方
給  付  額　一人当たり10万円

※特別定額給付金の給付を装ったメールや電話による詐欺にご注意ください。市役所
や警察、銀行などが、通帳やキャッシュカードを受け取ったり、口座の暗証番号を聞
いたりすることは、絶対にありません。

　□申   ・ □問 　市特別定額給付金専用ダイヤル　☎90-8052
　　　□問 　総務省特別定額給付金コールセンター　☎0120-260020（通話無料）

　災害危険区域内の市有地で、低平地整備事業が完了した地区の貸し付けなどを追加で
行います。従来の募集も随時行っています。
追加募集地区　本庁半島部地区（竹浜、狐崎浜）　北上地区（白浜１工区）
募集期間　８月３日（月）～ 20日（木）（土日・祝日を除く）
　　　　　午前９時～午後５時　

※毎月20日を締め切りとし、複数の申請があった場合は抽選となります。
対　　象　貸し付けなどを希望する土地を有する地区に、東日本大震災発生時に住所を

置いていた個人または所在地を置いていた法人など
申請方法　窓口へ申請書を直接持参してください。
申請窓口　半島拠点整備推進課（総合支所および荻浜支所が所管する地区以外）
　　　　　荻浜支所（荻浜地区の土地）
　　　　　北上総合支所地域振興課（北上地区の土地）

※低平地整備工事中および公共事業に供する土地などは募集の対象外です。
 ・ 募集要項および申請書は、半島拠点整備推進課および各総合支所地域振興

課（河南・桃生を除く）で配布するほか、ホームページからダウンロードでき
ます。

※詳しくは問い合わせください。
　□申   ・ □問  　半島拠点整備推進課（内線5316）
　　　　　荻浜支所　☎90-2111
　　　　　北上総合支所地域振興課　☎67-2111

住民基本台帳による石巻市の人口と世帯数

令和２年６月末現在 人　口　141,616人
世帯数　 61,835世帯

令和元年６月末現在 人　口　143,354人
世帯数　 61,527世帯

今月の休日
窓口開庁の
お知らせ

今月の税金
（コンビニ収納・
口座振替が便利です）

○市県民税　第２期　　　○国民健康保険税　第５期
○後期高齢者医療保険料　第２期　　○介護保険料　第３期

　８月２日（日）・ 16日（日）　午前9時～午後1時
　市役所2階　市民課
　住民票、戸籍証明書、印鑑証明書の発行、印鑑登録、住所異動届など
※税証明書、電子証明書、マイナンバーに関する手続き、マイナンバー
カード（個人番号カード）・住基カードを使用した転入届、臨時運行許
可（仮ナンバー）申請、原動機付自転車等の廃止・登録はできません。

（７月31日納期限分）
○固定資産税　第２期　　○国民健康保険税　第４期

納期限　８月31日（月）

口座振替不能者の再振替日　８月17日（月）


